
　「人権尊重のまちづくりをしよ
う」を合言葉に、人権啓発講演会
および第 41 回町人権・同和教育
研究集会を開きます。ぜひ、お越
しください。
日 時　11 月 11 日（ 金 ） 午 後 1
時から午後 4 時
場所　町文化センター・ホール森
の音楽隊
【人権啓発講演会】

時間　午後 1 時 15 分から午後２
時 45 分
演題　「『いじる』と『いじめ』は
大違い～その一言が傷つける～」
講師　桂ぽんぽ娘

こ

さん（落語家）
※桂さんは、小中学校時代に自殺
を考えるほどの壮絶な「いじめ」
を経験。「お笑いの世界」なら受
け入れてもらえるかもと、落語家
を志しました。自分自身の経験を
基に、全国に向けて講演活動を展
開中。当日は、落語も一席披露し
ていただきます。
【研究集会】

時間　午後 2 時 55 分から午後 4 時
内容　「お互いを大切にした暮ら
しやすい地域社会を目指して～思
いやりの心を育てよう～」をテー
マに、日野中学校生徒代表による
人権作文発表と人権啓発ビデオの
上映を行います。上映する映画は、
現在話題の「アニメ『聲

こえ

の形』」
の実写版です。この機会に、日野
町の未来を託す子どもたちに目を

向けてみましょう。
問合せ先　町人権センター（電話
72-2107）

　猫の避妊・去勢にかかる費用に
対して、公益社団法人鳥取県獣医
師会から一定額の助成が受けられ
ます。助成を希望する人は、事前
に申し込みが必要です、
助成金額　避妊手術 4,000 円、去
勢手術 2,000 円
対象　200 頭（飼い猫に限る）
申込手続　かかりつけまたは近く
の動物病院で申し込んでください。
申込期限　12 月 2 日（金）から
先着順
問合せ先　公益社団法人鳥取県獣
医師会（電話 0857-53-4300）

　現在、全国の警察から指名手配
されている者は、約 730 人に上っ
ており、警察では、総力を挙げて
追跡捜査を行い、犯人の早期検挙
に取り組んでいるところです。
　指名手配犯人の発見に向けた捜
査活動には、皆さんの協力がぜひ
とも必要です。
　「指名手配犯によく似た人を見
かけた」といった情報などがあれ
ば、最寄りの警察署へ通報くださ
い。
問合せ先　黒坂警察署（電話 74-
0110）

　鳥取県西部不妊専門相談セン
ターの面接相談がより便利になり
ました。11 月から、毎月 1 回米
子保健所でも相談を受けられま
す。お気軽に利用ください。
日時　毎月第 4 木曜日、午後 2 時
か ら 午 後 5 時（11 月 24 日、12
月 22 日、1 月 26 日、2 月 23 日、
3 月 23 日）
場所　鳥取県西部総合事務所福祉
保健局（米子保健所）１階　第３
相談室
その他　▼相談には原則予約が必
要です▼センター内での面接相談
も従来どおり実施しています。（毎
週木・土曜日、午後２時から午後
５時、ミオ・ファティリティ・ク
リニック内）
問合せおよび予約先　鳥取県西部
不妊専門相談センター（ミオ・ファ
ティリティ・クリニック内）電話
0859-35-5223

　平成 29 年春入隊の自衛官候補
生を募集します。
受験資格　18 歳以上 27 歳未満の
男性※平成 29 年 4 月 1 日現在
試験日　12 月 10 日（土）予定
※試験日は、募集人員の関係で変
更または取りやめになる場合があ
ります。
問合せ先　自衛隊米子地域事務所

（米子市西福原 3 丁目 3-1YNT 第
4 ビル 2 階）電話 0859-33-2440）

猫の避妊・去勢にかかる
費用に助成が受けられます

不妊専門相談センターへの
相談がより便利になりました。
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【そのほかのお知らせ】

指名手配犯人の検挙に
ご協力ください

自衛官候補生（男子）募集

人権啓発講演会および
町人権・同和教育研究集会

【教育委員会からのお知らせ】

根雨のまちに４つの強力なイベントが集結。
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（土・日）

第３９回
生きいきひのふれあいまつり

とりアート 2016 西部地区イベント
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第１３回
日野郡新そばまつり
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第１１回
JA 日野支所ふれあい JA まつり

※詳しくは、別

途チラシをご覧

ください。



平成２９年度 保育所入所児童募集 
【平成２９年度　保育所入所申し込みを受け付けます】
　平成 29 年度において、保育所への入所を希望する児童の保育所入所申し込みを受け付けます。

１１月４日（金） ～ １１月２５日（金）●受付期間

●入所基準 保護者および同居の親族などが次のいずれかの事情にあり、「保育の必要性認定」を受け
た児童

① 1 カ月に 48 時間以上仕事をしている
②妊娠中または出産後間もない　③病気やけが、または心身の障がいがある
④親族の介護・看護にあたっている　⑤災害復旧にあたっている
⑥求職活動中　⑦学校に在学している、または職業訓練を受けている
⑧ DV や児童虐待のおそれがある　⑨そのほか特別の事情があると認められる場合

●申込手続 申込書類を役場教育委員会またはひのっこ保育所で受け取り、次の書類を提出してください。

①支給認定兼施設利用申請書
②保育が必要な理由を証明する書類
　【例】就労している人…就労証明書
　　　  妊娠中・出産後の人…母子健康手帳の写し
　　　  病気・けがをしている人…診断書
③平成 28年度所得課税証明書（平成 28 年 1 月 2 日以降転入の人のみ）

●入所決定 保育所への入所基準の適否などを確認した後に決定し、結果を通知します。

●保  育  料 認定区分・町民税の所得割額に応じた保育料となります。

●そ  の  他 年度途中での入所は、保育所の入所状況により受け入れが決まります。その場合、平成
29 年 4 月 1 日現在の年齢での受け入れとなります。

●問  合  せ 町教育委員会　担当　吉川理恵（電話 72-2107）

ひのっこ保育所（津地 690 番地）●募集児童
▼定員　90 人
▼開所時間：平日＝午前 7 時 30 分～午後 6 時 15 分、土曜日＝午前 7 時 30 分～午後１時
▼保育時間：平日＝午前 8 時～午後 4 時、土曜日＝午前 8 時～正午
※ 1 日 8 時間（平日＝午前８時～午後 4 時、土曜日＝午前 8 時～正午）が原則的な保育時間です。た
だし、1 歳以上で家庭の状況によっては、開所時間の範囲で利用できます。
▼対象児童（平成 29年 4月 1日現在の年齢）

《3 歳未満の子ども》 ◉ぱんだ組（2 歳児） ：平成 26 年 4 月 2 日～平成 27 年 4 月 1 日生まれ
◉うさぎ組（1 歳児） ：平成 27 年 4 月 2 日～平成 28 年 4 月 1 日生まれ
◉ひよこ組（0 歳児） ：平成 28 年 4 月 2 日～平成 28 年 9 月 30 日生まれ

◉う　め組（年長児）：平成 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 4 月 1 日生まれ
◉さくら組（年中児）：平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 4 月 1 日生まれ
◉も　も組（年少児）：平成 25 年 4 月 2 日～平成 26 年 4 月 1 日生まれ

《3 歳以上の子ども》

【教育委員会からのお知らせ】


